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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第48期
第３四半期
累計期間

第49期
第３四半期
累計期間

第48期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 （百万円） 83,524 94,152 115,477

経常利益 （百万円） 3,632 5,617 5,378

四半期（当期）純利益 （百万円） 2,033 2,478 2,874

持分法を適用した
場合の投資利益

（百万円） － － －

資本金 （百万円） 5,022 5,022 5,022

発行済株式総数 （株） 33,004,372 33,004,372 33,004,372

純資産額 （百万円） 74,881 77,261 75,723

総資産額 （百万円） 88,810 92,241 92,857

１株当たり四半期
（当期）純利益金額

（円） 61.65 75.15 87.15

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 22.0

自己資本比率 （％） 84.3 83.8 81.5

　

回次
第48期

第３四半期会計期間
第49期

第３四半期会計期間

会計期間
自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 25.08 16.41

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成していませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は、記載していません。

２  売上高には、消費税等は含まれていません。

３  持分法を適用した場合の投資利益について、利益基準及び利益剰余金基準から見て重要性がないため、記載を

省略しています。

４  潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項の

うち、投資家の皆様の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、または前事業年度の有価証券

報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在していません。

２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものです。

(1)  業績の状況

当第３四半期累計期間（平成23年４月１日～平成23年12月31日）における我が国経済は、円相場の高

止まりや欧州の債務危機を背景とした金融不安などにより輸出の伸びが抑制されたものの、東日本大震災

の被災地域における復旧活動に伴う需要の底堅さや、横ばい基調を続けている東アジアを中心とした新興

国の需要にも支えられ、景気は、緩やかな持ち直し傾向で推移しました。

国内製造業を中心としたモノづくり現場においては、依然続く円高や米国景気の回復の弱さ、タイの洪

水被害による生産活動の停止の影響など特に輸出型企業に厳しい状況が続きましたが、サプライチェーン

の立て直しにより生産の持ち直し局面にある自動車産業を中心とした国内生産活動の好転及び震災復旧

活動に関わる業種における需要の増加が見られました。

このような環境下で当社は、取引拡大が十分に見込める既存販売店との取組み強化によるシェア拡大

を目的とした「温故知新」開拓、輸出や通販ルートなどの新しい販売ルートの開拓、取扱アイテムの拡充

によるオレンジブック掲載アイテムの増加、戦略的な在庫アイテムの増強による商品供給力の強化、電子

商取引システムの浸透による利便性の向上など、お客様のニーズに的確にお応えしモノづくり現場のお役

に立つ営業活動を展開しました。

その結果、当第３四半期累計期間における全体の売上高は941億52百万円（前年同四半期比12.7％増）

となりました。

利益面につきましては、引き続き利益率の高い保護具及び安全用品の売上高及び売上比率の伸張が見

られたものの、全体の売上高に占めるプライベート・ブランド商品の割合が前年同四半期に比べ0.3％低

下したことにより、売上総利益率が前年同四半期と同様の20.4％となり、売上総利益は21億73百万円増加

の192億38百万円（前年同四半期比12.7％増）となりました。

一方、販売費及び一般管理費は、業績の回復に伴う商品出荷量の増加による運賃及び荷造費の増加等の

影響により、135億95百万円（前年同四半期比1.6％増）となりました。

また、当第３四半期累計期間において新名古屋支店建設用地(名古屋市中村区)における固定資産除却

損計上等の影響により、特別損失は７億５百万円(前年同四半期比990.5％増)となりました。

　

以上の結果により、営業利益は56億42百万円（前年同四半期比52.9％増）、経常利益は56億17百万円

（前年同四半期比54.7％増）となり、四半期純利益は24億78百万円（前年同四半期比21.9％増）となりま

した。
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セグメントの業績を示すと次のとおりです。

・ファクトリールート(製造業、建設関連業等向け卸売)

国内製造業における生産活動が自動車産業を中心に緩やかな回復傾向で推移し、また、東日本大震災の

被災地域における復旧活動が進む中、当社に優位性のある少量多品種・多頻度の商品ニーズに確実にお

応えする取扱アイテムの拡充に加え、戦略的な在庫アイテムの増強による商品供給力の強化、電子商取引

システムの浸透等に取り組みました。

その結果、売上高は853億87百万円（前年同四半期比13.0％増）、経常利益は55億25百万円（前年同四

半期比44.4％増）となりました。

　

・ホームセンタールート(ホームセンター向け販売)

東日本大震災の被災地域における復旧活動に伴う底堅い需要もあり、建設投資及び建築需要が引き続

き緩やかな回復傾向で推移する中、プライベート・ブランド商品の提案に加え、屋外作業向けの工事用品

や作業用品及びハンドツールの販売を中心とした積極的な営業活動の強化に努めました。

その結果、売上高は84億86百万円（前年同四半期比8.2％増）、経常利益は21百万円(前年同四半期は経

常損失１億46百万円)となりました。

　

・その他

報告セグメントに含まれない通販企業向け販売等を「その他」に含めており、売上高は２億78百万円

（前年同四半期比143.9％増）となりました。  

　

(2)  財政状態の分析

[資産]

資産合計は、前事業年度末に比べ６億15百万円減少の922億41百万円（前事業年度末比0.7％減）とな

りました。これは主に、現金及び預金が17億71百万円、建物が９億51百万円それぞれ減少し、商品が23億42

百万円増加したことによるものです。

　

[負債]

負債合計は、前事業年度末に比べ21億53百万円減少の149億80百万円(前事業年度末比12.6％減)となり

ました。これは主に、買掛金が８億98百万円、未払金が５億47百万円及び未払法人税等が６億54百万円そ

れぞれ減少したことによるものです。

　

[純資産]

純資産合計は、前事業年度末に比べ15億37百万円増加の772億61百万円(前事業年度末比2.0％増)とな

りました。これは主に、利益剰余金が四半期純利益24億78百万円の計上により増加し、期末配当金及び中

間配当金８億90百万円の支払により減少したことによるものです。なお、自己資本比率は前事業年度末の

81.5％から83.8％となりました。
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(3)  主要な設備

新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第３四半期累計期間に著しい変更があったものは次

のとおりです。

[新設]

事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容

投資予定額　　　(百
万円) 資金調達方法 着手年月 完了予定年月

総額 既支払額

岡山支店
(岡山市北区)

ファクトリー
ルート
ホームセンター
ルート

土地・建物 2,156 406 自己資金 平成23年６月 ―

静岡支店
(静岡市駿河区)

ファクトリー
ルート

土地・建物 403 40 自己資金 平成23年７月 平成24年３月

(注)１　「セグメントの名称」については、完成後のセグメントの名称を記載しています。

　　２　上記金額には、消費税等は含まれていません。

　

[除却]

名古屋支店移転のため名古屋市中村区に取得した建物について、賃貸用の資産として継続利用して

おりましたが、当第３四半期累計期間において賃貸借契約が終了したため新築工事の着工に向けた除

却を行いました。

　

[売却]

事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(百万円) 売却の予定時期

広島支店
(広島市西区)

ファクトリールート
ホームセンタールート

土地 154 平成24年４月

(注)前事業年度末に計画中であった広島支店の新築に伴い、現在使用中の土地が売却となります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①  【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 57,190,000

計 57,190,000

　

②  【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成23年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 33,004,372 33,004,372

東京証券取引所
(市場第一部)
大阪証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株です。

計 33,004,372 33,004,372－ －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

 (百万円)

資本金残高

 (百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成23年10月１日～
平成23年12月31日

― 33,004 ― 5,022 ― 4,709

　

(6) 【大株主の状況】

　 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができませんので、直前の基準日(平成23年９月30日)に基づく株主名簿による記載を

しています。

①【発行済株式】

平成23年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 23,600

完全議決権株式（その他） 普通株式 32,891,800 328,918 －

単元未満株式 普通株式 88,972 － １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 33,004,372 － －

総株主の議決権 － 328,918 －

(注)「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権20個)含まれ

　　ています。

　

②【自己株式等】

平成23年９月30日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）

トラスコ中山株式会社
大阪市西区新町
一丁目34番15号

23,600 － 23,600 0.07

計 － 23,600 － 23,600 0.07

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第63号）に基づいて作成しています。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成23年10月１日か

ら平成23年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係

る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けています。

　

３  四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第

２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から

見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程

度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成していません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりです。

資産基準 0.2 ％

売上高基準 0.1 ％

利益基準 △0.9 ％

利益剰余金基準 △0.1 ％
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,413 12,642

売掛金 16,695 16,816

商品 16,058 18,401

繰延税金資産 878 564

その他 290 276

貸倒引当金 △13 △13

流動資産合計 48,322 48,689

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 16,900 15,949

工具、器具及び備品（純額） 552 482

土地 23,164 23,207

建設仮勘定 128 419

その他（純額） 760 693

有形固定資産合計 41,507 40,753

無形固定資産

ソフトウエア 988 577

その他 36 365

無形固定資産合計 1,025 942

投資その他の資産

投資有価証券 949 846

再評価に係る繰延税金資産 118 －

その他 992 1,061

貸倒引当金 △57 △51

投資その他の資産合計 2,001 1,856

固定資産合計 44,534 43,552

資産合計 92,857 92,241
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 10,838 9,940

未払金 1,865 1,318

未払費用 146 95

未払法人税等 1,533 878

賞与引当金 767 632

役員賞与引当金 － 31

その他 248 276

流動負債合計 15,400 13,173

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 － 7

役員退職慰労引当金 166 166

その他 1,566 1,632

固定負債合計 1,732 1,806

負債合計 17,133 14,980

純資産の部

株主資本

資本金 5,022 5,022

資本剰余金 4,709 4,709

利益剰余金 67,070 68,480

自己株式 △43 △44

株主資本合計 76,759 78,169

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 67 22

土地再評価差額金 △1,102 △930

評価・換算差額等合計 △1,035 △907

純資産合計 75,723 77,261

負債純資産合計 92,857 92,241
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

売上高 83,524 94,152

売上原価 66,459 74,914

売上総利益 17,065 19,238

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 1,724 1,883

役員報酬 170 183

給料及び賞与 5,123 5,183

賞与引当金繰入額 644 632

福利厚生費 890 988

通信費 266 236

減価償却費 1,841 1,608

借地借家料 334 350

その他 2,379 2,529

販売費及び一般管理費合計 13,375 13,595

営業利益 3,689 5,642

営業外収益

受取利息 8 4

受取配当金 10 11

仕入割引 752 863

その他 172 167

営業外収益合計 943 1,047

営業外費用

売上割引 895 982

その他 104 89

営業外費用合計 1,000 1,072

経常利益 3,632 5,617

特別利益

固定資産売却益 － 8

特別利益合計 － 8

特別損失

固定資産除却損 15 609

固定資産売却損 46 0

減損損失 － 22

災害による損失 － 49

投資有価証券評価損 1 24

その他 0 －

特別損失合計 64 705

税引前四半期純利益 3,567 4,920

法人税、住民税及び事業税 1,315 1,980

法人税等調整額 219 461

法人税等合計 1,534 2,441

四半期純利益 2,033 2,478
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【追加情報】

　

当第３四半期累計期間

(自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日)

第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」(企業会計基準第24号　平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日)を適用しています。

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

前事業年度(平成23年３月31日)

該当事項はありません。

当第３四半期会計期間(平成23年12月31日)

該当事項はありません。

　

(四半期損益計算書関係)

前第３四半期累計期間(自　平成22年４月１日 　至  平成22年12月31日)

該当事項はありません。

当第３四半期累計期間(自　平成23年４月１日 　至  平成23年12月31日)

該当事項はありません。

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第３四半期累計

期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりです。

　 前第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
  至  平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
  至  平成23年12月31日)

減価償却費 1,875百万円 1,649百万円
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(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年５月７日
取締役会

普通株式 利益剰余金 329 10.0平成22年３月31日 平成22年５月24日

平成22年11月４日
取締役会

普通株式 利益剰余金 329 10.0平成22年９月30日 平成22年11月22日

　

２  基準日が当事業年度の開始の日から当第３四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生

日が当第３四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第３四半期累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年５月９日
取締役会

普通株式 利益剰余金 395 12.0平成23年３月31日 平成23年５月23日

平成23年11月２日
取締役会

普通株式 利益剰余金 494 15.0平成23年９月30日 平成23年11月21日

　

２  基準日が当事業年度の開始の日から当第３四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生

日が当第３四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日）

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

　

報告セグメント
その他
(注)１

合計
ファクトリー
ルート

ホームセンター
ルート

計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 75,568 7,842 83,410 114 83,524

セグメント利益又は損失（△)
          (注)２

3,827 △146 3,681 △48 3,632

(注)１ 「その他」のセグメントには、報告セグメントに含まれない通販企業向け販売等の事業セグメントを含んでいま

す。

２ 「セグメント利益又は損失(△)」は、経常利益を表示しており、四半期損益計算書の経常利益と一致しています。

　

Ⅱ 当第３四半期累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日）

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

　

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)３

四半期
損益計算書
計上額
(注)４

ファクトリー
ルート

ホームセンター
ルート

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 85,387 8,486 93,874 278 94,152 － 94,152

セグメント利益(注)２ 5,525 21 5,546 32 5,579 38 5,617

(注)１ 「その他」のセグメントには、報告セグメントに含まれない通販企業向け販売等の事業セグメントを含んでいま

す。

２ 「セグメント利益」は、経常利益を表示しています。

３ 「セグメント利益」の調整額38百万円は、各報告セグメントに帰属しない利益が含まれています。

４ 「セグメント利益」は、四半期損益計算書の経常利益と調整を行っています。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は次のとおりです。

　

項目
前第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
  至  平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
  至  平成23年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 61円65銭 75円15銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 2,033 2,478

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 2,033 2,478

普通株式の期中平均株式数(千株) 32,981 32,980

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。

　

２ 【その他】

　平成23年11月２日開催の取締役会において、平成23年９月30日の株主名簿に記録された株主様に対し、次の

とおり中間配当を行うことを決議し、配当を行っています。

　
①配当金の総額　　　 494百万円

②１株当たりの金額　　15円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　平成23年11月21日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　
平成24年２月３日

　

トラスコ中山株式会社

取締役会  御中

　
　

有限責任監査法人トーマツ
　

　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    小    林   洋    之    印
　

　 　 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    中    山    　聡       印
　

　 　 　
　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているトラ
スコ中山株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第49期事業年度の第３四半期会計期間
(平成23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年12
月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期
レビューを行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、トラスコ中山株式会社の平成23年12月31日現在の財政
状態及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が
すべての重要な点において認められなかった。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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